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大牟田市設計等業務委託成績評定試行要領 
 

（趣旨） 

第１条 この要領は、大牟田市が発注する設計及び工事監理業務委託（以下「設計等業

務委託」という。）の成績評定（以下「評定」という。）に必要な事項を定め、厳正か

つ的確な実施を図り、もって受託者の適正な選定及び指導育成に資するものとする。 

 

（評定の対象） 

第２条 評定の対象は、企画総務部契約検査室で契約する設計等業務委託のうち、次の

各号に掲げるものとする。 

（１）土木工事に関する概略、予備及び詳細設計業務委託 

（２）建築・設備工事に関する実施設計業務委託 

（３）工事監理業務委託（土木工事に係るものを除く。） 

 

（評定の内容） 

第３条 評定は、設計等業務委託の実施状況及び成果物の品質等について行うものとす

る。  

 

（評定者） 

第４条 設計等業務委託の評定を行う者（以下「評定者」という。）は、監督員等及び室

検査員等とし、その区分は次の各号に定めるとおりとする。 

（１）監督員等 設計等業務委託を監督する職員及び設計等業務委託担当主査 

（２）室検査員等 企画総務部契約検査室検査員又は設計等業務委託担当部検査員 

 

（評定の方法） 

第５条 評定者は、別に定める業務委託成績評定基準に基づき、設計等業務委託の成績

を審査した点数（以下「評定点」という。）をもって評定する。 

２ 評定は、監督員等及び室検査員等が、各々独立して的確かつ公正に行う。 

３ 評定者は、評定の結果を設計等業務委託成績評定表（別記様式第１）に記録するも

のとする。 

４ 評定の結果は、次の表に掲げる区分のとおりとする。 

区 分 優 良好 普通 やや不良 不良 

評定点 80点以上 70点以上 
80点未満 

60点以上 
70点未満 

50点以上 
60点未満 50点未満 

５ 室検査員等は、前各項の規定により評定を行ったときは、速やかに設計等業務委託

成績評定表により市長にその結果を報告するものとする。 
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（評定の時期） 

第６条 室検査員等である評定者は完了検査を実施したときに、監督員等は設計等業務

委託が完了したときに、それぞれ評定を行うものとする。 

 

（評定結果の通知） 

第７条 市長は、第５条第５項の報告があったときは、速やかに当該設計等業務委託の

受託者に対して、設計等業務委託成績評定通知書（別記様式第２）により、評定の結

果を通知するものとする。 

 

（評定点の公表） 

第８条 市長は、評定点を公表するものとする。 

２ 前項の評定点の公表は、企画総務部契約検査室において評定点を閲覧に供すること

により行うものとする。 

 

（評定の修正） 

第９条 市長は、第７条の通知を行った後、正当な理由により、評定を修正する必要が

あると認められる場合は、修正しなければならない。 

２ 市長は前項の修正を行った場合は、速やかに当該設計等業務委託受託者（以下受託

者という。）に対して、設計等業務委託成績評定再通知書（別記様式第３）により、評

定の結果を通知するものとする。また、評定の修正を行った場合についても、前条の

規定を準用するものとする。 

 

（説明の請求等） 

第10条 第７条の規定により通知を受けた受託者は、当該通知を受けた日から起算して

14日（休日を含む。）以内に、市長に対し、設計等業務委託成績評定に係る説明請求に

ついて（別記様式第４）により、評定の内容について説明を求めることができる。 

２ 市長は、前項の規定により評定の内容について説明を求められたときは、設計等業

務委託成績評定に係る説明書（別記様式第５）により回答するものとする。 

 

（評定結果による措置） 
第11条 評定点の区分が「やや不良」又は「不良」の場合は、次の措置を行う。 
（１）「やや不良」の場合は、企画総務部契約検査室長（以下「室長」という。）が設計

等業務委託担当課長（以下「担当課長」という。）を立ち合わせ、受託者に注意を喚

起する。 
（２）「不良」の場合は、室長が担当課長を立ち合わせ、受託者に文書により警告する。 
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（補則） 

第12条 この要領に定めるもののほか、評定に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

付 則 

１ この要領は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 第７条及び第８条の規定については、平成30年４月１日から令和８年３月31日まで

に完了したすべての業務委託において、通知及び公表は行わないものとする。 

３ この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

４ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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別記様式第１ （設計業務)【土木】 
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 別記様式第２ （設計業務)【土木】 

                   
令和  年 月 日 

（受託者） 
住所 
商号又は名称 
代表者氏名         殿 
 
                            

             大牟田市長  印 
 

設計等業務委託成績評定通知書 
 
 令和 年 月 日付けで契約した下記の業務委託について、大牟田市設計等業務委託

成績評定試行要領（以下「要領」という。）第７条の規定に基づき評定した結果を通知

します。 
 なお、評定の結果に疑問があるときは、要領第 10 条第１項の規定に基づき書面によ

り説明を求めることができます。 
 疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。 
 説明を求める場合の問い合わせ先は、下記のとおりです。 
 
 

記 
 
１ 契約番号 
  
２ 業務委託の名称  
 
３ 履 行 期 間    
 
４ 完了検査年月日 設計： 
           
５ 評  定  点 設計：業務評定点（詳細は別表のとおり） 
                  

総合評定点         点 （  ） 
                  
６ 問 合 せ 先 〒８３６－８６６６ 大牟田市有明町２－３ 
          大牟田市 企画総務部 契約検査室 検査担当 
          ＴＥＬ．０９４４－４１－２５９０
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【別表】（設計業務）【土木】 
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 別記様式第３  (設計業務)【土木】 

               

           令和 年 月 日 
（受託者） 
住所 
商号又は名称 
代表者氏名         殿 
 
              

  大牟田市長  印 
 

設計等業務委託成績評定再通知書 
 
 令和 年 月 日付けで契約した下記の業務委託について、大牟田市設計等業務委託

成績評定試行要領第９条の規定に基づき評定した結果を再通知します。 
  
 

記 
 
１ 契約番号 
 
２ 業務委託の名称  
 
３ 履 行 期 間  
 
４ 完了検査年月日 設計： 
 
５ 評  定  点 設計：業務評定点（詳細は別表のとおり） 
                  

総合評定点         点 （  ） 
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 別記様式第４  (設計業務)【土木】 
              

           令和  年 月 日 
 

大牟田市長 宛て 
 
 
 
                       （受託者） 

住所 
商号又は名称 
代表者氏名         印 

 
 

設計等業務委託成績評定に係る説明請求について 
 
 
 令和 年 月 日付けで通知された業務委託の評定結果について、大牟田市設計等業

務委託成績評定試行要領第 10 条第１項の規定に基づき、下記のとおり説明請求します。 
 
 
 

記 
 

 
 
 
１ 業務委託の名称  
 
 
２ 説明請求内容等 
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 別記様式第５  (設計業務)【土木】 

               

           令和  年 月 日 
（受託者） 
住所 
商号又は名称 
代表者氏名         殿 
 
 
              

大牟田市長  印 
 
 

設計等業務委託成績評定に係る説明書（回答） 
 
 
 令和 年 月 日付けで説明を求められました評定内容について、大牟田市設計等業

務委託成績評定試行要領第 10 条第２項の規定に基づき、下記のとおり回答します。 
  
 

記 
 

 
 
 
１ 業務委託の名称  
 
 
２ 疑問に対する回答 
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課 

監督員 主 査 副課長 課 長 
    

 

 検査員 室 長 
  

  別記様式第１ （設計業務)(工事監理業務)【建築・設備】 

 設 計 等 業 務 委 託 成 績 評 定 表 

                令和  年  月  日 
発注課：                                 

契約番号  
業務委託の名称  

契約金額        円 

履行期間 
設計  令和  年 月 日～令和  年 月 日 
監理  令和  年 月 日～令和  年 月 日 

完了年月日 
設計  令和  年 月 日 
監理  令和  年 月 日 

完了検査年月日 
設計  令和  年 月 日 
監理  令和  年 月 日 

受託者 
住 所  

商号又は名称  
管理技術者氏名  

監督員氏名  

主査氏名  

検査員氏名  

業務評定点（詳細は別に定める成績採点一覧表のとおり） 

設計業務 

業務評定点(総合点)①－③[①－③－④]     (     )[     ] 
(再通知を行った日付 令和 年 月 日) 

業務評定点(総合点)の内訳 

①業務評定点(総合点:減点無し)            (     )[     ] 
 
②基礎点                    (     )[     ] 
③業務履行中に生じた事由による減点           (     )[     ] 
④業務完了後に生じた事由による減点                      [       ] 

工事監理業務 

業務評定点(総合点)①－②[①－②－③]     (     )[     ] 
(再通知を行った日付 令和 年 月 日) 

業務評定点(総合点)の内訳 

①業務評定点(総合点:減点無し)           (     )[     ] 
 
②業務履行中に生じた事由による減点         (     )[     ] 
③業務完了後に生じた事由による減点                      [       ] 

※[   ]内は修正後 
 

契
約
検
査
室 
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 別記様式第２ （設計業務)(工事監理業務)【建築・設備】 

        
           令和  年  月  日 

（受託者） 
住所 
商号又は名称 
代表者氏名         殿 
 
                            

             大牟田市長  印 
 

設計等業務委託成績評定通知書 
 
 令和 年 月 日付けで契約した下記の業務委託について、大牟田市設計等業務委

託成績評定試行要領（以下「要領」という。）第７条の規定に基づき評定した結果を通

知します。 
 なお、評定の結果に疑問があるときは、要領第 10 条第１項の規定に基づき書面によ

り説明を求めることができます。 
 疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。 
 説明を求める場合の問い合わせ先は、下記のとおりです。 
 

記 
 
１ 契約番号  
２ 業務委託の名称  
３ 履 行 期 間  
４ 完了検査年月日 設計： 
          監理： 
５ 評  定  点 設計：業務評定点（詳細は別表のとおり） 
                 総合点         点 （  ） 
                 （基礎項目及び創意工夫項目の評価によるもの） 

                 基礎点         点 
（基礎項目のみの評価によるもの） 

 
          監理：業務評定点（詳細は別表のとおり） 

             総合点         点 （  ） 
 
６ 問 合 せ 先 〒８３６－８６６６ 大牟田市有明町２－３ 
          大牟田市 企画総務部 契約検査室 検査担当 
                   ０９４４－４１－２５９０
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【別表】（設計業務）【建築・設備】 

項 目 別 評 定 点 

契約番号                                       
業務委託の名称                                            
受託者の商号又は名称                                 
業務評定点（総合点：減点無し）                          点 
業務履行中に生じた事由による減点                         点 
業務完了後に生じた事由による減点                         点 

業務評定点（総合点：減点無し）の加減点数の評価項目別内訳 

評価項目 評価の視点 
項目の

分類 
得点 ／ 配点 

業務の 
実施能力 

業務実施体制 実施体制・自主管理 基礎    ／ 1.00 

管理技術者の能力 
業務の全体把握、工程管理、取組姿

勢、責任感の強さ、説明力（プレゼ

ンテーション力）、協調性 
基礎    ／ 2.00 

主任担当技術者の

能力 

他分野との調整、工程管理、取組姿

勢、責任感の強さ、説明力（プレゼ

ンテーション力）、協調性 
基礎    ／ 2.00 

業務の 
実施状況 

業務履行中の説明

資料（途中成果物）

に関する評価 

記載の程度 
途中成果物の内容 

基礎    ／ 4.00 

調整及び説明、 
対応の迅速性 

基礎：打合せ内容の理解、記録、指

示、協議事項への対応 
基礎    ／ 2.00 

創意工夫：設計提案等の説明（プレ

ゼンテーション力） 
創意 
工夫 

   ／ 1.00 

与条件の理解、 
業務への反映 
（設計提案） 
提案力、業務執行

技術力 

基礎：与条件の理解、円滑な業務遂

行、技術的検討、仕様書・基準類の

理解、施工に関する一般的な知識 
基礎    ／ 4.00 

創意工夫：創意工夫、積極的な提案、

専門的な知識、法令等の理解、特定

行政庁等との調整 

創意 
工夫 

   ／ 3.00 

業務目的

の達成度 
業務目的の達成度 記載の程度、成果物の内容、資料等

の整理、指示・協議事項への対応 
基礎     ／ 20.00 

課題への対応 課題（物理的条件、社会的条件、要

望、コスト）への対応 
創意 
工夫 

      ／ 8.00 

小計（基礎項目）     ／ 35.00 

小計（創意工夫項目）      ／ 12.00 

 

合計     ／ 35.00 

(表の見方) 

1) 評定点は 65 点を標準として加減点最大±35 点 

で算出している。 

2) 「創意工夫の余地の小さい業務」については、 

創意工夫項目の評価は行わない。 
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【別表】（工事監理業務）【建築・設備】 

項 目 別 評 定 点 

契約番号                                       
業務委託の名称                                            
受託者の商号又は名称                                 
業務評定点（減点無し）                              点 
業務履行中に生じた事由による減点                         点 
業務完了後に生じた事由による減点                         点 

 
業務評定点（減点無し）の加減点数の評価項目別内訳 

評価項目 評価の視点 得点 ／ 配点 

専門 
技術力 

業務執行技術力 

目的と内容の理解 
必要情報の把握 
検討・確認項目、検討・確認内容 
打合せ資料の内容 
十分な技術力 

   ／ 11.4 

管理 
技術力 

実施手順 
工程管理能力 
調整能力 
迅速性 

実施計画、実施手順、工事工程管理 
実施体制 
打合せ内容の理解、記録 
協力事務所等間の情報伝達 
工程管理 

   ／ 7.34 

品質管理能力 ミス防止の実施    ／ 0.48 
弾力性等 工事工程の変更への対応    ／ 1.20 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝ力 

説明力 
表現力 
協調性 

理解しやすい説明・表現 
円滑な業務遂行への努力 

   ／ 1.68 

取組姿勢 
社会性 

責任感 

積極性 

責任感の強さ 

積極性 
   ／ 3.20 

施工計画の確認検討 
施工図等の検討 
工事の確認 

目的の達成度 
業務報告書等の的確な取りまとめ 
ミスの有無 

     ／  9.70 

合計      ／ 35.00 

 
 
 
 
 
 
 

(表の見方) 

1)評定点は 65 点を標準として加減点最大±35 点で算出している。 

2)加減点数の項目別の配点は、業務内容によって異なる。 
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 別記様式第３  (設計業務)(工事監理業務)【建築・設備】 

               

           令和  年  月  日 
（受託者） 
住所 
商号又は名称 
代表者氏名         殿 
 
              

  大牟田市長  印 
 

設計等業務委託成績評定再通知書 
 
 令和 年 月 日付けで契約した下記の業務委託について、大牟田市設計等業務委

託成績評定試行要領第９条の規定に基づき評定した結果を再通知します。 
  
 

記 
 
１ 契約番号 
２ 業務委託の名称  
３ 履 行 期 間   
４ 完了検査年月日 設計： 
          監理： 
５ 評  定  点 設計：業務評定点（詳細は別表のとおり） 
                 総合点         点 （  ） 
                 （基礎項目及び創意工夫項目の評価によるもの） 

                 基礎点         点 
（基礎項目のみの評価によるもの） 

 
          監理：業務評定点（詳細は別表のとおり） 

             総合点         点 （  ） 
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 別記様式第４  (設計業務)(工事監理業務)【建築・設備】 

              
           令和  年  月  日 

 
大牟田市長 宛て 

 
 
 
                       （受託者） 

住所 
商号又は名称 
代表者氏名         印 

 
 

設計等業務委託成績評定に係る説明請求について 
 
 
 令和 年 月 日付けで通知された業務委託の評定結果について、大牟田市設計等

業務委託成績評定試行要領 第 10 条第１項の規定に基づき、下記のとおり説明請求し

ます。 
 
 
 

記 
 
１ 業務委託の名称  
 
２ 説明請求内容等 
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 別記様式第５  (設計業務)(工事監理業務)【建築・設備】 

               

           令和  年  月  日 
（受託者） 
住所 
商号又は名称 
代表者氏名         殿 
 
 
              

大牟田市長  印 
 
 

設計等業務委託成績評定に係る説明書（回答） 
 
 
 令和 年 月 日付けで説明を求められました評定内容について、大牟田市設計等

業務委託成績評定試行要領 第 10 条第２項の規定に基づき、下記のとおり回答します。 
  
 

記 
 
 
１ 業務委託の名称  
 
 
２ 疑問に対する回答 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


